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安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的に実施されるよう、これまで
の市役所の組織や機能、制度などを実情に応じて見直す自主的な取組み。

１．行政改革とは

①成熟社会への移行
②人口減少、少子高齢化

：

①人口構成の変化
・年少人口及び生産年齢人口割合の減少
・高齢者人口割合の増加

②財政収支の不均衡化
③更なる行政改革の推進

「第8次総合計画」より
：

①地方分権の推進
②積極的に行政改革に努めること

「経済財政運営と改革の基本方針2015   
（Ｈ27.6.30閣議決定）」より

：

安城市の状況 社会情勢 国の動向

人口構成や財政状況などの社会状況の変化に、対応するために

財政基盤の確立＋質の高い公共サービスを引き続き効率的・効果的に
提供する必要がある。



２．これまでの行政改革の歩み
大綱次数 取組期間 主な取組項目 効果額

第１次
（S60.8）

S60～62
・事務事業の見直し ・組織・機構の簡素合理化
・給与の適正化 ・定員管理の適正化

－

第２次
（H8.3）

H8～13
・事務事業の見直し ・公共事業の見直し
・効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進

775,489
千円

第３次
（H12.6）

H12～17
・市民との協働 ・行政の透明性の確保
・健全な財政運営 ・公共施設の適正管理

1,507,293
千円

第４次
（H18.6）

H18～22
・市民が満足する行政サービスの提供
・効率的・効果的な財政運営
・政策形成できる人材の育成と適正な人事管理

1,418,838
千円

第５次
（H23.6）

H23～27
・市民参加と協働の推進 ・行政情報の共有化
・自立的な経営基盤の確保
・コスト・成果を重視する行政経営

1,711,097
千円

第６次
（H29.4）

H29～33（Ｒ
3）

・適正な財政運営 ・人と組織の活性化
・市民と行政の相互理解の推進

－



平成２９年度〜平成３３年度（５か年）とする。
なお、社会経済情勢の変化や行政を取り巻く制度改革などに適切に対応していくため、

中間年にあたる平成３１年度に大綱及び実行プランの見直しを行います。

①第８次安城市総合計画の目指すべき都市像である「市⺠⼀⼈ひとりが⽣
活の豊かさとともに幸せを実感できるまち」の実現に向け、

３．第６次行政改革大綱とは

○計画期間

○第６次行政改革大綱とは

②限りある経営資源を真に必要な事業に投資することができるよう

③更なる歳出削減と行政サービスの最適化を図り、本市が将来にわたって
「持続可能で安定的な行政経営」を継続していくための指針



４．第６次行政改革大綱の体系（重点目標）
「持続可能で安定的な行政経営」

「持続可能で安定的な行政経営」のために、３つの重点目標（改革の柱）を定めています。

情報公開と迅速な情報提供、市⺠の声の収集などにより
行政と市⺠が情報を共有しながら、それぞれが担う役割と
責任を明確にして、相互理解と協働によるまちづくりを進
めます。

③市⺠と行政の相互理解の促進

財源の積極的な確保とともに、行政評価制度を活用した
事業の必要性、有効性、効率性などの評価・検証により歳
出の最適化を図り、持続可能な財政基盤の確立を目指します。

①適正な財政運営

②人と組織の活性化
高度化・複雑化する行政課題に対応していくための
政策形成能力を持った職員を育成するとともに、多様
な⼈材が組織の中で力を十分発揮できるような環境
づくりを進めます。



○実施項目
３つの重点目標（改革の柱）に基づき、７つの実施項目を設け、各々に具体的な取組計画である実行
プランを位置付け。

４．大綱の体系（実施項目）



３つの重点目標（改革の柱）に基づき、７つの実施項目の達成に向け、掲げた
実行プランは３８プラン。

４．大綱の体系（実行プラン）
○実行プラン



５．推進体制と行政改革審議会の役割
外部（行政改革審議会）と内部（行政改革推進委員会）の視点から毎年度、点検・評価を行う
とともに、その進捗評価や意見等を踏まえ、市⻑から迅速かつ適切に必要な指⽰を受けることとし
ている。
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○実行プラン進捗への意見
○内部評価への指摘

≪外部≫行政改革審議会

○実行プラン進捗管理・評価
○遅れているプラン等に対する指⽰

≪内部≫行政改革推進委員会

※公募市民と学識経験者等で構成する附属機関

※副市⻑をトップとする部⻑級職員を中⼼とした会議体


